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Ⅳ 今後の体制・しくみ

一ツ瀬川流域における濁水長期化現象を抑制するためには、この計画の対策の進捗

状況についてチェックし、その効果について継続的に評価する体制を整備する必要が

あることから、「一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員会」を設けるものとする。

一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員会の構成メンバーについては、濁水軽減対策を

総合的に評価・検討する必要があるため、当委員会と同様の構成メンバーとした。

また、組織構成については、評価・検討内容について具体的に協議するための場と

して委員会には幹事会を置き、対策の進捗状況とその効果を検討するため、評価作業

部会を置くものとする。

一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員会は、この計画に基づいて実施した対策の実施

状況や効果を評価し、随時対策を見直すとともに、一ツ瀬川の乱開発を防止するため

の有効な手段の検討や流域の人材育成・意識啓発、総合的・学際的調査研究及び産学

官連携による実践的な取り組みなど、より実効性のある濁水対策について検討してい

くものとする。

（一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員会構成イメージ図）

一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員会

構 成：県（福祉保健部、環境森林部、農政水産部、県土整備部）
流域市町村（宮崎市、西都市、新富町、西米良村、椎葉村）
九州電力(株)、学識経験者

一ツ瀬川水系濁水対策評価検討委員会幹事会

構 成：県（関係課、児湯農林振興局及び西都土木事務所）
流域市町村関係課
九州電力(株)、学識経験者

評 価 作 業 部 会

構 成：専門委員及び上流域・中下流域各関係機関並びに利水者・
関係者

（上流域） （中下流域）
・県関係課 ・県関係課
・児湯農林振興局 ・中部農林振興局
・西都土木事務所 ・児湯農林振興局
・関係市町村 ・児湯農業改良普及センター
・九州電力(株) 等 ・西都土木事務所

・高鍋土木事務所
・関係市町村
・九州電力(株)
・利水者・関係者 等
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